
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ちょうせんする子 

    うんどうを楽しむ子 

          なんでもやりぬく子                                          

長南町立長南小学校 

令和５年度５月１日 

学校だより第２号 

いつだって心は一つ                                                                    

長南小 

山々の新緑が美しい季節となりました 

１年生が入学してから約１か月が過ぎました。子どもたちは、新しい環境にも

慣れ、充実した毎日を送っています。業間や昼休みなど、上級生が仲良く面倒を

見ている姿を見ると心がなごみます。 

 ４月２２日（土）の授業参観・学年懇談会には、多くの保護者の皆様に来校し 

ていただきありがとうございました。子どもたちも保護者に参観してもらい、いつも以上に学習に

取り組んでいる様子が見られました 

５月は、緑が美しく、気候としてもすごしやすい一番すがすがしい季節です。５月８日（月）よ

り、新型コロナウイルスの感染症法上位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「５類」に移

行します。基本的な感染対策（手洗いや咳エチケット、効果的な換気の実施など）を継続しつつ、

学校生活については、大きな制約を受けることなく、様々な活動が可能となります。 

子どもたちが様々な活動を通して、学校教育目標の「ふるさとを愛し 心豊かでたくましく 確

かな学力を身につけた児童の育成」を目指していきたいと思います。保護者の皆様には、これまで

以上に学校の活動へのご理解とご協力をお願いいたします。 

◎避難訓練の実施 

４月１７日(月)、小・中学校合同で、火災を想定した

避難訓練を実施しました。 

中学校管理棟の理科室で火災が発生したという放送

で、訓練が開始され、全校児童が避難する訓練を行いま

した。今回は、防火扉を設置し、火の延焼を防ぎながら、 

避難の約束「おさない・かけな 

い・しゃべらない・もどらない」 

を守りながら、校庭へ避難でき 

るか確認しました。災害はいつ 

起こるかわかりません。今回の 

訓練の反省を生かせるように 

してまいります。 

◎１年生を迎える会・いじめゼロ宣言 

４月２０日(木)、体

育館で「１年生を迎え

る会」を実施しました。 

１年生は、６年生の 

お兄さんお姉さんの案

内で、５年生がつくった花のアーチをくぐって

入場しました。児童会の進行で、１年生に自己

紹介のインタビューをしたり、集会委員会の企

画した学校に関するクイズを楽しんだりしま

した。また、全校で長南小学校の校歌を大きな

声で歌いました。 

その後、児童会か 

ら「いじめゼロ宣言」 

について説明を聞き、 

「４つの勇気」（はな 

す勇気･やめる勇気･ 

とめる勇気･みとめる勇気）についてみんなで

確認し、いじめのない学校にしようと誓い合い

ました。

◎1年生の給食開始 

４月１２日(水)、入学式 

の翌日から１年生の給食が 

開始されました。１年生は、 

きちんと並び先生方から配 

られた給食をおいしく食べ 

ました。学校生活に慣れてきたら、自分たちの係活

動で給食の配膳をしていきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◎春季大運動会の開催について 

５月２７日(土)に春季大運動会を実施します。雨天の場合は、翌日

に順延します。今年度は、午前・午後の部に分け全日開催を予定して

おります。各学年とも２種目を実施します。午前の部終了時に、引き

渡し訓練を行います。引き渡し後、お昼はお弁当をお子様と一緒に食

べてください。午後の部は、応援合戦、ＰＴＡ競技、紅白リレーなど

をおこなう予定です。その他、長南小オリジナル「ハピネスＣダンス」

や聖火リレーなどを企画しています。競技種目・駐車場・応援席など

の詳細については後日ご案内します。 

◎ゴールデンウィークの過ごし方について 
５月３日（水）～7日（日）まで、５連休となります。ご家族でお出かけになるこ

ともあると思います。連休明けからは、運動会に向けた準備も始まります。お子様に
は、十分な休養と「早寝・早起き・朝ごはん」などの基本的な生活習慣を意識した生
活をお願いいたします。 

◎今後の学校生活について 

令和５年５月８日（月）より、新型コロナウイルスの感染症法上位置づけが、季節性インフルエンザ

などと同じ「５類」に変更されます。変更に伴い学校生活も変更されることがあります。詳細について
は、あらためて文書でご連絡しますが、主な変更点についてまとめました。 
(1) 発症者の療養期間について 

① 発症日を０日目(無症状の場合は検体採取日)として、５日間、かつ症状(熱が下がり、たんやのど
の痛みなど)が軽快し、1日が経過するまでは、外出を控えてください。 

② ５日目に症状が続いていた場合は症状が軽快し、1 日が経過するまでは、外出を控え、ご家庭で
様子を見てください。 

※上記の①・②の理由で学校を休む場合は「出席停止」とします。 
③ 発症者は、周りへの配慮として、１０日間が経過するまでは、不織布マスクの着用をお願いいた
します。 

(2) 「濃厚接触者」について 
① 濃厚接触者の特定は必要なくなりました。よって「濃厚接触者となった児童生徒は出席停止」と

いう運用はなくなります。 
② 同居家族が発症しても、児童が感染していない場合は、登校可能となります。ただし、他者への
感染を心配して、登校を控えたい場合は、「出席停止」とすることもできます。 

③ 学校や地域で感染が拡がり、罹患する不安から登校を控えたい場合は、「出席停止」とすることも
できます。 

※上記の②・③の理由で、児童の登校を控えたい場合は、必ず学校へご相談ください。 
(3) 発熱や風邪症状がある場合は、自宅で休養してください。ただし、体調不良（陽性以外の風邪症状
も含む）などで学校を休む場合は、「欠席」扱いとなります。 

(4) 毎日の検温や「健康観察カード」の提出は不要となります。 
(5) 給食時に使用していたパーテーションは外します。手洗いの励行や大声を出さない等の指導は継続
して行います。 

◎５月のスクールカウンセラーの在校日について 
今月は、５月１７日(水)・３１日（水）です。 

保護者から、お子様に関する相談も伺っています。「友達関係で気になることがある」、
「学習面に不安がある」、「いつもと様子が違うようで心配」など、学校生活だけでなく、
家庭生活のことでも、スクールカウンセラーの高原先生に相談したいことがありました
ら、学級担任、担当の倉田、教頭、または養護教諭の松本宛にご連絡をください。 



 

 

 

 

 

 

 

 


